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○沖縄振興特別措置法 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一～五 （略） 

六 情報通信産業 情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業、電気通信業、映画、

放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音さ

れるものの制作の事業、放送業（有線放送業を含む。）、ソフトウェア業、情報処理・提供サー

ビス業及びインターネット付随サービス業（インターネットを利用した通信又は情報の処理若し

くは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。）をいう。 

七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通（符号、音響、影像

その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。）の円滑化に資する事業、情報処

理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、

その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令

で定めるものをいう。 

八～十五 （略） 

（情報通信産業振興計画の作成等） 

第二十八条 沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信産業の振興を図るための計画（以下「情報

通信産業振興計画」という。）を定めることができる。 

２ 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域（以下「情報

通信産業振興地域」という。）の区域 

三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政

令で定める要件を備えている地区（第三十条第一項及び第三十一条第二項において「情報通信産

業特別地区」という。）を定める場合にあっては、その区域 

四 情報通信産業の振興を図るため沖縄県が情報通信産業振興地域において実施しようとする施設

の整備その他の措置の内容 

五 前号の措置の実施を通じて情報通信産業の振興が図られることにより見込まれる効果 

六 第二十九条の二第一項に規定する情報通信産業振興措置実施計画の同条第四項の認定に関する

基本的事項 

３ 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意

見を聴かなければならない。 

４ 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提

出しなければならない。 

５ 主務大臣は、前項の規定により情報通信産業振興計画の提出があった場合においては、その内容

を関係行政機関の長に通知しなければならない。 

６ 主務大臣は、第四項の規定により提出された情報通信産業振興計画が基本方針に適合していない

と認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 

７ 第三項から前項までの規定は、情報通信産業振興計画の変更について準用する。 

（情報通信産業振興計画の実施状況の報告等） 

第二十九条 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した情報通信産業振興計画（その変更につ

いて同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。

以下「提出情報通信産業振興計画」という。）の実施状況について、毎年、公表するよう努めると

ともに、主務大臣に報告するものとする。 

２ 主務大臣は、前条第二項第四号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、

相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

３ 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第四号の措置が実施されていな
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いと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出情報通信産業振興計画の廃止又は変更を勧告すること

ができる。 

（情報通信産業振興措置実施計画の認定等） 

第二十九条の二 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において情

報通信産業の振興に必要な施設の整備その他の措置（以下この節において「情報通信産業振興措置」

という。）を実施する者は、提出情報通信産業振興計画に即して、情報通信産業振興措置の実施に

関する計画（以下この条において「情報通信産業振興措置実施計画」という。）を作成し、当該情

報通信産業振興措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。 

２ 情報通信産業振興措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 情報通信産業振興措置により達成しようとする目標 

二 情報通信産業振興措置の内容及び実施期間 

三 情報通信産業振興措置の実施体制 

四 情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

３ 情報通信産業振興措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書

類を添付しなければならない。 

４ 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その情報通信産業振興措

置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとす

る。 

一 提出情報通信産業振興計画に適合するものであること。 

二 情報通信産業振興措置を実施することが当該区域における情報通信産業の振興を図るために有

効かつ適切なものであること。 

三 情報通信産業振興措置が確実に実施されると見込まれるものであること。 

５ 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る情報

通信産業振興措置実施計画の概要を公表するものとする。 

６ 第四項の認定を受けた者（以下この節において「認定事業者」という。）は、当該認定に係る情

報通信産業振興措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければなら

ない。 

７ 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 

８ 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る情報通信産業振興措置実施計画（第六項の規定

による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定情報通信産業振

興措置実施計画」という。）に従って情報通信産業振興措置を実施していないと認めるときは、そ

の認定を取り消すことができる。 

９ 沖縄県知事は、認定情報通信産業振興措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものと

なったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定情報通信産業振興措置実施計画の変更を指

示し、又はその認定を取り消すことができる。 

１０ 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するもの

とする。 

（認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況の報告） 

第二十九条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定情報通信産業振興措置実施計

画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 

（特定情報通信事業の認定等） 

第三十条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立され、

当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有する

ものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要

件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 

２ 前項の認定を受けた法人（以下この条及び第三十一条第二項において「認定法人」という。）は、

主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定情報通信事業（以下この節において「認定特

定情報通信事業」という。）の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 
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３ 沖縄県知事は、認定特定情報通信事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人

に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 

４ 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取

り消すことができる。 

５ 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅

滞なく、その旨を公表しなければならない。 

６ 第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。 

（課税の特例） 

第三十一条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情

報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定

事業者（当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報通信産業振興

措置が当該区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合

することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。）が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及

び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設

した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 

２ 認定法人（当該認定法人が営む認定特定情報通信事業が提出情報通信産業振興計画に定められた

情報通信産業特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定め

る基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。）の認定特定情報通信事業に

係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 

第三十二条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振

興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に

従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者（前条第一項に規定する

主務大臣の確認を受けた者に限る。）について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若

しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建

物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこ

れらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該

当するものと認められるときに準用する。 

 

○沖縄振興特別措置法施行令 

（インターネット付随サービス業） 

第一条の二 法第三条第六号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業（情報通信

産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に

構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの（通信業及び情報サービス業に属する

ものを除く。）をいう。）、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ（情報通信産

業に属する事業のうち、コンテンツ（コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律（平成

十六年法律第八十一号）第二条第一項に規定するコンテンツをいう。）の提供又は顧客のために情

報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの（通信業及び情報サービス業に属

するものを除く。）をいう。）及びインターネット利用サポート業（電子署名及び認証業務に関す

る法律（平成十二年法律第百二号）第二条第二項に規定する認証業務その他のインターネットの円

滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。）に係る事業活動とする。 

（特定情報通信事業） 

第二条 法第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 

一 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自

己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業（これらの事業と一体的に行

う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又

は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。） 

二 移動端末設備（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第十二条の二第四項第二号ロ
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に規定する移動端末設備をいう。）その他の電気通信設備（同法第二条第二号に規定する電気通

信設備をいう。以下この号及び第十一条第二項第四号ヘにおいて同じ。）に係るプログラム（電

子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをい

う。）の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信

設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについ

ての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援す

る事業 

三 ソフトウェア業（主務省令で定めるものに限る。） 

四 自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧

客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じ

た場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業 

五 入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、

不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第

二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するために必要な措置その他の顧客の

情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行

う事業 

六 情報を収集し、データベースに記録し、及び保存し、並びに当該データベースに記録された情

報を顧客に提供する事業 

七 情報通信産業に属する事業のうち、顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネッ

トを利用して行うもの（通信業及び情報サービス業に属するものを除く。） 

八 事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ

基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。）の確保

のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を

行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結

果に基づき指導、助言及びサイバーセキュリティに関する保証を行うことその他事業者その他の

電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する事業 

 
○情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 

（令第二条第三号の主務省令で定める事業） 
第一条 沖縄振興特別措置法施行令（以下「令」という。）第二条第三号の主務省令で定める事業は、

次に掲げるものとする。 
一 顧客からの委託によりソフトウェアの開発を行う事業 
二 顧客からの委託により情報システムの開発を行う事業 
三 顧客からの委託により情報システムに係る調査、企画、立案及び助言並びに情報システムの構築、

維持管理及び運用に関する役務を一括して提供する事業 
四 電気製品その他の電力供給を受けて動作するものの機能が発揮されるよう制御を行うためのソ

フトウェアの開発を行う事業 
五 不特定多数の者に販売することを目的として自らがあらかじめ定める仕様によりソフトウェア

の開発を行う事業 
 
○沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を

定める省令 

（法第三十二条に規定する総務省令で定める場合） 

第二条 法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当

該各号に定める場合とする。 

一 事業税 法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日（以下この条にお

いて「提出日」という。）から令和七年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第四十二条の

九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減
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価償却資産（所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号か

ら第七号までに掲げるもの（特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通

信技術活用設備に限る。）に限る。）の取得価額の合計額が千万円を超えるもの（以下この条に

おいて「対象設備」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（法第三十一条第一項に規定

する認定事業者をいう。第三号において同じ。）（以下この条において「対象設備設置者」とい

う。）について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の

各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額（沖縄県において課する事業税の課税標準額となる

ものをいう。）のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について

課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 

二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の

取得（提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算し

て一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得

に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている

場合 

三 固定資産税 提出日から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設

し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当

該設備である構築物の敷地である土地（提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地に

ついては、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築

物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課

税免除又は不均一課税をすることとしている場合 

イ 対象設備 

ロ イに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品（特定高度情報通信技術活用シス

テムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。）で、これらの取得価額の合計額

が百万円を超えるもの 

 

○租税特別措置法 

 

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 

第四十二条の九 

事業者 区域 事業 資産 

一 （略）    

二 沖縄振興特別

措置法第三十一条

第一項に規定する

認定事業者 

同法第二十九条第一項に

規定する提出情報通信産

業振興計画に定められた

同法第二十八条第二項第

二号に規定する情報通信

産業振興地域の区域 

電気通信業その他

政令で定める事業 

機械及び装置、器具及び

備品（財務省令で定める

ものに限る。）、政令で

定める建物及びその附属

設備並びに政令で定める

構築物 

三 （略）    

四 （略）    

五 （略）    

 

○租税特別措置法施行令 

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 

第二十七条の九 （略） 

２ 法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各

号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 

 一 （略） 

 二 法第四十二条の九第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる事業 次に掲げるいず
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れかの規模のもの 

イ 一の生産等設備（ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項において同じ。）で、

これを構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに

限る。次号イ及び次項において同じ。）の取得価額の合計額が千万円を超えるもの 

ロ 機械及び装置並びに器具及び備品（法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に掲げる

事業にあつては、機械及び装置）で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百

万円を超えるもの 

 三 （略） 

３ 法第四十二条の九第一項に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各

号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 

 一 （略） 
 二 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振

興特別措置法第二十九条の二第八項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された減価

償却資産 
 三～五 （略） 
４ （略） 
５ 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める事業は、ソフトウエア業、情

報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービ

ス業（次項第二号において「インターネット付随サービス業」という。）とする。 
６ 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第四欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物

は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。 
 一 電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で

定める構築物 
二 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業

場用又は研究所用の建物 
 
○所得税法施行令 

（減価償却資産の範囲） 

第六条 法第二条第一項第十九号（定義）に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び

繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの（時の経過によりその価値の減少しないものを除く。）

とする。 

一 建物及びその附属設備（暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備

をいう。） 

二 構築物（ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備

又は工作物をいう。） 

三 機械及び装置 

四 船舶 

五 航空機 

六 車両及び運搬具 

七 工具、器具及び備品（観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。） 

 八～九 （略） 
 
○法人税法施行令 

（減価償却資産の範囲） 

第十三条 法第二条第二十三号（定義）に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰

延資産以外の資産のうち次に掲げるもの（事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価

値の減少しないものを除く。）とする。 

一 建物及びその附属設備（暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備
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をいう。） 

二 構築物（ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備

又は工作物をいう。） 

三 機械及び装置 

四 船舶 

五 航空機 

六 車両及び運搬具 

七 工具、器具及び備品（観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。） 

八～九 （略） 


